
独立行政法人統計センター（法人番号7011105002089）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事（非常勤）

① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

② 令和４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和４年度における改定内容

独立行政法人通則法第52条第3項の規定に基づき、「一般職の職員の給与に関する法律」
（以下「給与法」という。）の適用を受ける国家公務員の給与水準を参酌し、各役員の職務に応じ
た支給基準を設定している。

令和４年度においては、独立行政法人統計センター役員報酬規程（以下「役員報酬規程」とい
う。）に則り、業績に応じ期末特別手当を増額又は減額できることとしていた。

○役員報酬基準の内容
役員報酬規程に則っており、理事長の報酬は、俸給（月額965,000円）、地域

手当（20.0％）、期末特別手当（国の期末手当及び勤勉手当に相当（算出式は
以下のとおり））から構成されている。
・期末特別手当（年額）算出式
基礎額（俸給月額＋地域手当＋（俸給月額＋地域手当）×20/100＋俸給月

額×25/100）×320/100×在職期間割合

○令和４年度における改定内容
「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法

律第81号）」による給与改定に準じ、期末特別手当の支給割合を年間3.15月か
ら3.20月に改定。

○役員報酬基準の内容
役員報酬規程に則っており、理事の報酬は、俸給（月額761,000円）、地域手

当（20.0％）、期末特別手当（国の期末手当及び勤勉手当に相当（算出式は法
人の長と同様））から構成されている。

○令和４年度における改定内容
「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法

律第81号）」による給与改定に準じ、期末特別手当の支給割合を年間3.15月か
ら3.20月に改定。

役員報酬規程に則って、非常勤役員手当として日額を支給しており、令和４
年度は、前年度同様日額の上限を34,200円とした。

役員報酬規程に則って、非常勤役員手当として日額を支給しており、令和４
年度は、前年度同様日額の上限を34,200円とした。



２　役員の報酬等の支給状況
令和４年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,046 11,580 5,056
2,316

94
（地域手当）
（通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

15,200 9,132 3,987
1,826

255
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,185 9,132 3,987
1,826

240
（地域手当）
（通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

3,414 3,414
（　　　　）

3月31日

千円 千円 千円 千円

2,565 2,565
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

855 855
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
 独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

C理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

法人の長

A理事

B理事

前職

当法人は、国勢調査等の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に
行い、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的としており、
理事長は、当法人の基本的な経営方針を立案し、総務大臣の定める年度目標
及びその達成のための事業計画に基づき、法人全体の運営管理業務を総理す
るという重大な責務を負っている。

また、当法人は行政執行法人であり、役員の身分は国家公務員であることから、
役員報酬規程は、給与法に準拠した報酬体系としており、法人の長である理事
長の報酬水準については、その職責に鑑み、妥当であると考える。

当法人は、国勢調査等の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に
行い、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的としており、
理事は、理事長を補佐するとともに、法人運営業務を掌理し、その責任の一端を
担う重責を負っている。

また、当法人は行政執行法人であり、役員の身分は国家公務員であることから、
役員報酬規程は、給与法に準拠した報酬体系としており、理事の報酬水準につ
いては、その職責に鑑み、妥当であると考える。

当法人は行政執行法人であり、役員の身分は国家公務員であることから、報
酬は、給与法第22条に準拠し、職務や経歴を勘案した日額単価としており、報酬
水準については、妥当であると考える。

当法人は行政執行法人であり、役員の身分は国家公務員であることから、報
酬は、給与法第22条に準拠し、職務や経歴を勘案した日額単価としており、報酬
水準については、妥当であると考える。

統計センターは行政執政法人であり、役員の身分は国家公務員であることか
ら、報酬は給与法に準拠した報酬体制となっているため、報酬水準については
妥当であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和４年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

年 月

該当者なし

年 月

支給対象外

年 月

支給対象外

年 月

支給対象外

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

B監事
（非常勤）

法人での在職期間

法人の長

A監事
（非常勤）

B理事

C理事
（非常勤）

A理事



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

支給対象外

A監事
（非常勤）

支給対象外

判断理由

法人の長 該当者なし

A理事

B監事
（非常勤）

支給対象外

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

B理事 該当者なし

C理事
（非常勤）

現在の業績給の仕組みを継続する。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

③ 給与制度の内容及び令和４年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

454 42.9 7,009 5,184 189 1,825
人 歳 千円 千円 千円 千円

454 42.9 7,009 5,184 189 1,825
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 44.5 4,576 3,403 139 1,173
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 44.5 4,576 3,403 139 1,173

人 歳 千円 千円 千円 千円

21 62.9 5,129 4,333 238 796
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 62.9 5,129 4,333 238 796
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

44 51.5 3,452 2,577 164 875
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 51.5 3,452 2,577 164 875

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注：常勤職員の技能職種については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
　　あることから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。
注：再任用職員の技能職種については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
　　あることから、区分以外は記載せず、再任用職員全体の数値からも除外している。
注：以下の区分は該当者がいないため、記載を省略している。

・常勤職員（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員））
・在外職員
・任期付職員（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員））
・再任用職員（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員））
・非常勤職員（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員））

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

任期付職員

事務・技術

区分

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与平均年齢
令和４年度の年間給与額（平均）

総額

技能職種

うち所定内人員

再任用職員

事務・技術

事務・技術

非常勤職員

事務・技術

技能職種

独立行政法人通則法第57条第3項の規定に基づき、給与法の適用を受ける国家公務員の
給与等を参酌し、行政執行法人として適正な給与水準を定める。

また、給与法の適用を受ける国家公務員と同様に、職務の複雑、困難及び責任の度等に基
づき俸給表に定める職務の級を設定している。

統計センターは行政執行法人であり、職員の身分は国家公務員であることから、給与法に
準拠した給与体系としている。このため、国の職員と同様、昇給及び勤勉手当において、人事
評価制度の業績評価等の結果を踏まえつつ職員の勤務成績を的確に反映する。
なお、給与への具体的な反映方法については以下のとおりである。
・昇給：昇給の区分を５段階（Ａ～Ｅ）設け、職員の勤務成績を適切に反映。
・勤勉手当：直近の業績評価の結果を踏まえつつ職員の勤務成績に応じ、190/100（特定幹
部職員にあっては230/100）を超えない範囲内において成績率を決定。

○給与制度の内容
国の給与法を参酌して定めた独立行政法人統計センター職員給与規程（以下、「職員給与

規程」）に則っており、給与は俸給及び諸手当（地域手当、扶養手当、職責手当、職務調整手
当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等）から構成されている。

○令和４年度における主な改定内容
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を踏まえ、以下のとおり職員給与規程を改正し

た。
・俸給表の改定を行い、初任給及び若年層の俸給月額を200円から4,000円の範囲で引き上げ
改定［４月期から適用］
・勤勉手当に係る支給割合を年間4.30月から4.40月へ改定［12月期適用］



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

1

20 56.3 10,082 11,676 ～8,704

95 53.6 8,525 9,334 ～7,856

237 43.7 6,913 8,381 ～4,422

101 28.2 4,290 6,435 ～3,112

注：本部部長の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　平均年齢及び年間給与額の平均・最高～最低額については記載していない。

④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.1 47.9 48.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.9 52.1 51.1

％ ％ ％

 最高～最低 55.5～43.4 56.9～45.0 56.0～44.6

％ ％ ％

55.2 53.2 54.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.8 46.8 45.8

％ ％ ％

 最高～最低 48.9～40.6 50.8～43.5 49.9～42.8

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以
下、④まで同じ。〕

平均年齢人員

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグルー
プ

千円

一般
職員

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低

賞与（令和４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

代表的職位

・本部部長

・本部課長

・本部課長補佐

・本部係長

・本部係員



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

４　モデル給与
○22歳（大卒初任給）

月額　185,200円　年間給与 3,022,000円

○35歳（本部係長）

月額　346,920円　年間給与 5,658,000円

○50歳（本部課長代理）

月額　527,520円　年間給与 8,753,000円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

現在導入している業績給の仕組みを継続する。

　給与水準の妥当性の
　検証

　当法人は、行政執行法人として、給与法を参酌した給与体系としているこ
とから、今後の給与改定についても、人事院勧告に基づく国家公務員の給
与改定を参酌した措置を講じるなど、適正な給与水準の維持に努める。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　79.2％】
(国からの財政支出額　7,906百万円、支出予算の総額　9,981百万円：令和
４年度予算)
【累積欠損額　0円(令和４年度決算】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　48.8%】
(支出総額　9,439百万円、給与・報酬等支給総額　4,605百万円：令和４年
度決算)

（法人の検証結果）
　統計センターは行政執行法人であり、職員の身分は国家公務員であるこ
とから、職員給与規程は国の給与法に準拠した給与体系としており、職員
の給与水準については適切であると考える。

（主務大臣の検証結果）
　対国家公務員の指数のうち、年齢勘案は102.3、年齢・学歴勘案は104.5
と100を超えているが、年齢・地域・学歴勘案では94.6となっており、概ね国
家公務員と同水準であると考える。今後も、国家公務員の給与水準の推移
に注視しつつ、国家公務員の給与改正に合わせ改正を行っているか等、
適切な給与水準の維持に努めているか注視していく。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

対国家公務員
指数の状況

　年齢・地域勘案の対国家公務員が90.2であることから、当法人の主な所
在地が東京都新宿区（特別区）であり、地域手当支給割合が国と比較して
高いことが影響している。

・年齢・学歴勘案 104.5

内容

・年齢・地域・学歴勘案  94.6

・年齢勘案 102.3

・年齢・地域勘案 90.2

項目



Ⅲ　総人件費について

令和３年度 令和４年度

千円 千円

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(D) 732,699 692,832
千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし。

福利厚生費

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

6,189,8956,394,674

940,669 564,601

226,485 327,689
退職手当支給額

給与、報酬等支給総額
4,494,821 4,604,773

区　　分

・給与、報酬等支給総額が対前年度比2.45％増加した主な要因は、給与法改正
に準じて改正した給与規程等により、俸給、勤勉手当等が増加したことによるも
のである。
・退職手当支給額が対前年度比44.68％増加した主な要因は、定年退職者が前
年より増加したことによるものである。
・非常勤役職員等給与が対前年度比39.98％減少した主な要因は、周期調査の
ために大量雇用した期間業務職員及び派遣職員が、任期満了で退職したことに
より、人員が減少したことによるものである。
・最広義人件費が対前年度比3.20％減少した主な要因は、上記理由によるもの
である。


